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第第第第１１１１章章章章    計画策定計画策定計画策定計画策定にあたってにあたってにあたってにあたって    

１１１１    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

国は次世代育成支援を迅速かつ重点的に推進するため、平成15年７月に「次世代育成

支援対策推進法」を制定し、地方公共団体及び事業主が行動計画を策定することを通じ

て、次世代育成支援対策の推進を図ってきました。 

しかしながら、平成17年に我が国は初めて総人口が減少に転じ、出生数は106万人、

合計特殊出生率は1.26となり、ともに過去最低を記録し平成20年時点では、1.37と上

昇しているものの少子化は進行しています。また、平成18年12月に発表された「日本

の将来推計人口」によれば、2055年にあっても合計特殊出生率は1.26と示されました。 

以上のような動向を踏まえ、国では結婚や出産・子育てに関する国民の希望を実現す

るためには何が必要であるかに焦点を当てて検討が進められ、平成19年12月に「子ど

もと家族を応援する日本」という重点戦略が取りまとめられました。 

重点戦略では、就労と出産・子育ての二者択一構造の解消において、「働き方の見直し

による仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」とその社会的基盤とな

る「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」を「車の両輪」として進めていく必要が

あるとされています。 

本市では、平成17年3月に旧伊奈町・旧谷和原村において「次世代育成支援地域行動

計画」前期計画を策定し、次代を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境の整備に取り組

んできました。 

前期計画の終了を迎えた今、より一層の子育て支援の充実が求められていることから、

「つくばみらい市次世代育成支援地域行動計画後期計画」の策定にあたっては、旧伊奈

町・旧谷和原村の計画の内容を踏まえつつ、児童福祉、母子保健、商工労働、教育、住

宅等の各分野の関係部署が横断的に取り組むとともに、市民をはじめ地域の支援団体・

関係機関など、多くの方の協力が得られる策定体制とし、前期計画の施策等の評価を行

い、新たな子育て支援に向けて平成22年度から始まる後期計画を策定しました。 

 

２２２２    これまでのこれまでのこれまでのこれまでの国国国国のののの施策施策施策施策        

国は、平成14年にまとめた「少子化対策プラスワン」において、従来の取り組みが保

育に関する施策を中心としたものであったのに対し、子育てをする家庭を地域全体とし

て支え、社会全体が一体となって総合的に取り組むべきとし、平成15年には「次世代育

成支援対策推進法」を制定し、平成17年から施行しています。 

平成18年には、予想以上の少子化の進行に対処し、少子化対策の抜本的な拡充、強化、

転換を図るため、少子化社会対策会議において「新しい少子化対策について」が決定さ
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れ、「社会全体の意識改革」と、「子どもと家族を大切にする観点からの施策の拡充」と

いう2点が重視されました。 

その後、「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」において示された少子高齢化

についての一層厳しい見通し等を踏まえ、平成19年に「子どもと家族を応援する日本」

重点戦略検討会議が設置され、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」

及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が、重点戦略に反映されています。 

 

図表１ 少子化対策の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成21年度版 少子化社会白書 
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また、重点戦略では「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」に向け、①具体的な

制度設計の検討、②先行して実施すべき課題という２つの課題が示され、地域や職場に

おける次世代育成支援対策を推進するための「児童福祉法の一部を改正する法律」が平

成20年11月に可決され、同年12月に交付されました。 

平成14年度から都市部の待機児童を解消するために推進された「待機児童ゼロ作戦」

により、保育所の受入児童数を引き上げるなどの対策を進めてきましたが、待機児童数

は平成20年度に1万9,550人と5年ぶりに増加しました。そのため、国では希望するす

べての人が安心して子どもを預けて働くことができる社会の実現のため「新待機児童ゼ

ロ作戦」を掲げ、今後10年間において保育のサービスの質と量の充実・強化に取り組む

こととなりました。 

平成20年７月には、緊急に対策を講ずべき５つの課題について「社会保障強化のため

の緊急対策～５つの安心プラン～」を取りまとめました。5つの課題のうちの1つの柱で

ある『未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会』の実現に向けて「保育サービス等

の子育てを支える社会基盤の整備等」と「仕事と生活の調和の実現」を推進する施策が

盛り込まれています。さらに、1月には国民が希望と安心の持てるような社会保障制度

のあり方という観点から社会保障国民会議が設置されており、同年11月の最終報告では、

子育て支援の社会的基盤の充実に関する視点が示されました。 

 

３３３３    今後今後今後今後のののの国国国国のののの動向動向動向動向    

（（（（１１１１））））次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法のののの改正改正改正改正    

地域や職場における子育て支援を充実させるため、次世代育成支援対策推進法が改

正され、平成21年４月に施行されました。これにより、仕事と家庭の両立を支援する

ための雇用環境の整備等について、事業主が策定する「一般事業主行動計画」は、301

人以上の企業については、都道府県労働局への届出だけでなく、公表・従業員への周

知についても義務付けとなりました。 

また、平成23年４月１日からは、101人以上の企業についても、行動計画の策定・

届出及び公表・従業員への周知が義務となります。 

 

図表２ 一般事業主行動計画の策定義務化について 

企業規模 従来 平成23年４月１日以降 

301人以上 義務 義務 

300人以下101人以上 義務 

100人以下 
努力義務 

努力義務 

※仕事と家庭の両立支援に関する行動計画の策定・届出企業の範囲拡大 
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図表３ 行動計画の公表及び従業員への周知徹底 

企業規模 従来 平成21年４月１日以降 平成23年４月１日以降 

301人以上 義務 義務 

300人以下101人以上 義務 

100人以下 

規定なし 
努力義務 

努力義務 

 

行動計画策定指針についても、市町村行動計画の策定に当たっての基本的な視点に、

「仕事と生活の調和の実現の視点」が追加されています。 

 

４４４４    計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ    

（（（（１１１１））））計画策定計画策定計画策定計画策定のののの義務義務義務義務    

「次世代育成支援対策行動計画」は、少子化の流れを変えるために集中的・計画的

な取り組みを促進することを目的とする10年間の時限立法である「次世代育成支援対

策推進法」によって、地方公共団体に策定が義務付けられた計画となっています。 

 

（（（（２２２２））））具体的具体的具体的具体的なななな定量的目標定量的目標定量的目標定量的目標のののの設定設定設定設定とととと事後評価事後評価事後評価事後評価のののの必要性必要性必要性必要性        

計画期間は５年を一期として、この間に達成すべき目標事業量、施策目標など具体

的な定量的目標の設定が必要とされているとともに、その達成状況の検証などの事後

評価とその結果の公表が求められています。 

 

（（（（３３３３））））後期行動計画後期行動計画後期行動計画後期行動計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ        

次世代育成支援計画は、次世代を育む若い世代の支援を含む広義の「子育ての社会

化」をめざすものであり、あらゆる行政施策を子育ての面から見直し、統合した行動

計画として位置づけられています。本市においては、平成17年3月に旧伊奈町、旧谷

和原村が「次世代育成支援地域行動計画」前期計画を策定し、その後の合併、社会経

済情勢、子どもを取り巻く環境の変化等に迅速に対応していくために見直しを行い、

「つくばみらい市次世代育成支援地域行動計画後期計画」を策定しました。 
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５５５５    他計画他計画他計画他計画とのとのとのとの調和調和調和調和    

後期行動計画は、つくばみらい市の全体的な計画である「つくばみらい市総合計画」

に基づく個別計画として、旧伊奈町・旧谷和原村の「次世代育成支援地域行動計画」前

期計画を引き継ぐとともに、その他の法律の規定により、次世代育成支援に関する事項

を定める関連計画等との調和が保たれたものとします。 

 

図表４ 他計画との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の法・関連計画 

子ども・子育てビジョン 

男女共同参画社会基本法 

食育基本計画 

健やか親子21 

県の関連計画 

大好きいばらき新エンゼルプラン
21 

いばらき障害者いきいきプラン 

茨城県男女共同参画基本計画 

つくばみらいつくばみらいつくばみらいつくばみらい市総合市総合市総合市総合計画計画計画計画    

その他の 

関連計画 

教 育 

住 宅 

交 通 

環 境 

情 報 
つくばみらい市 

いきいきハートプラン 

次世代育成支援対策推進法 

つくばみらいつくばみらいつくばみらいつくばみらい市次世代育成支援市次世代育成支援市次世代育成支援市次世代育成支援

地域行動計画地域行動計画地域行動計画地域行動計画《《《《後期計画後期計画後期計画後期計画》》》》    

健康いばらき21プラン 

つくばみらい市高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画 

つくばみらい市男女共同参画計画 

（仮）つくばみらい市 
食育推進計画 
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６６６６    計画計画計画計画のののの期間期間期間期間    

行動計画は５年を一期として策定するものとされており、最初に策定した行動計画（前

期計画）は、平成17年度から平成21年度までを計画期間としています。それを引き継

ぐために策定する行動計画（後期計画）は、前期計画に係る必要な見直しを平成21年度

までに行った上で、平成22年度から平成26年度までを後期計画期間として、平成21

年度に策定しました。 

 

図表５ 計画の期間 

 

 

 

 

 

 




